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南海トラフ地震防災対策推進計画の作成・変更状況について

＜推進計画の変更済み市町村数＞
(各年4/1時点を調査)
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○ 令和元年5月の基本計画の変更を踏まえ、推進計画の変更を各自治体に働きかけ。
○ 都府県については、対象である全29団体において、推進計画の作成・変更を完了済み。（令和3年6月時点。）
○ 市町村については、対象である707団体のうち558団体（79%）において、推進計画の作成・変更を完了し、

149団体において、未了。
○ 計画の作成・変更が遅れている主な理由として、計画変更に従事するマンパワー不足、計画の取りまとめに時間を
要している、などが挙げられる。

都府県 推進地域
市町村数

推進計画
未変更数

茨城県 8 ３
千葉県 18 ６
東京都 9 7
神奈川県 27 11
山梨県 25 ８
長野県 34 14
岐阜県 39 ３
静岡県 35 １
愛知県 54 0
三重県 29 ４
滋賀県 19 ３
京都府 18 ６
大阪府 42 ５
兵庫県 24 ３

都府県 推進地域
市町村数

推進計画
未変更数

奈良県 39 18
和歌山県 30 ４
岡山県 14 ２
広島県 17 ２
山口県 15 ２
徳島県 24 0
香川県 17 0
愛媛県 20 ５
高知県 34 １
福岡県 6 ４
熊本県 10 0
大分県 16 １
宮崎県 26 ２
鹿児島県 42 22
沖縄県 16 11

＜都府県別の推進計画の作成・変更未了市町村数＞

推進地域
全707市町村
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事前避難対象地域の検討・指定状況について(各年4月1日時点)

＜事前避難対象地域の指定市町村＞
（特別強化地域 全139市町村）
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指定済 検討の結果、指定の必要なし
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○ 令和元年5月の基本計画の変更を踏まえ、特別強化地域の市町村に事前避難対象地域の指定を働きかけ。
○ 対象である139団体のうち、85団体においては事前避難対象地域を指定し、47団体においては「事前避難対象
地域の指定の必要はない」と判断しており、計132団体（95%）において、対応を完了している。

○ 事前避難対象地域の検討・指定が遅れている主な理由として、地域指定に従事するマンパワー不足、地元住民へ
の説明等に時間を要している、などが挙げられる。

都府県 事前避難対象地域の指定を
終えていない市町村

千葉県 鋸南町

東京都 大島町、新島村、神津島村

神奈川県 逗子市

三重県 南伊勢町

愛媛県 西予市

＜事前避難対象地域の指定を終えていない市町村＞
特別強化地域
全139市町村

3



津波避難対策緊急事業について

【事業内容】

① 津波からの避難場所及び避難経路の整備
（津波避難タワー、 高台へ通じる避難経路等）
⇒ 国庫負担割合２／３へ嵩上げ（通常１／２ 等）

② 集団移転促進事業
⇒ 土地確保に資するための農地転用の許可要件の緩和（農地法の特例）
⇒ 土地利用基本計画の変更等に基づく協議、許認可等の処分についての円滑な

実施のための配慮

避難施設（例）

③ 集団移転促進事業に関連して
移転が必要な要配慮者の利用施設の整備
（社会福祉施設、幼稚園、小中学校、特別支援学校、病院等）
⇒ 移転する公共施設等の除却に係る経費について地方債を充当（地方債の特例）
⇒ 必要な財政上及び金融上の配慮

R4.10.1時点

都県
作成自治体

／
特別強化地域

都県

作成自治体数
／

特別強化地域

千葉県 0 ／3 和歌山県 7／19
東京都 3／8 徳島県 6／8
神奈川県 0／13 愛媛県 1／5
静岡県 11／21 高知県 13／19
愛知県 3／3 大分県 1／4
三重県 9／16 宮崎県 7／10
兵庫県 0／2 鹿児島県 1／8

合計 62／139

津波避難対策緊急事業計画作成自治体数

○ 市町村の推進計画に基づき作成（法第12条第1項）
○ 作成にあたっては、道県知事の意見を聴いた上で、内閣総理大臣の同意を得る必要（法第12条第5項、同条第6項）
○ 緊急事業計画に基づいて実施される事業に対しては、国の負担や補助の割合を嵩上げ（法第13条）
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